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　当社および国内連結子会社の従業員（契約社員や派遣社員、
また退職者を含む）が、業務に関連してコンプライアンス違
反の疑いがあるときに報告、相談するために、外部弁護士を
窓口とする「コンプライアンス報告・相談制度」を設けてい
ます。
　「コンプライアンス報告・相談制度」では、外部弁護士が直
接報告・相談者からの相談にのり、報告を聞きます。その後、
事実関係を調査しコンプライアンス上の問題の有無を判断の
上、問題があると認めた場合は、その旨と是正に向けた提言
を会社に対して行います。また、その結果を報告・相談者に
外部弁護士が直接回答します。なお、調査の過程において、報
告・相談者の了承がない限り、本人の名前などが会社に明ら
かにされることはありません。
　本制度の案内は社内イントラネット、「川崎重工グループ
行動規範」の冊子、「コンプライアンスガイドブック」、グルー
プ報への掲載などの方法で行い、社内周知を図っています。
　2018年度は29件の報告・相談がありました。

コンプライアンス／リスク管理

コンプライアンス推進体制

報告・相談件数（2018年度）

川崎重工グループ行動規範
　2017年7月に川崎重工グループの役員および従業員が行
動するに際して判断のよりどころとなるべき倫理基準として

「川崎重工グループ行動規範」を制定しました。本行動規範
は、当社グループの役員、従業員であれば、どんなときでも、
世界のどこにいても常に遵守しなければならない共通の行動

指針です。
　本行動規範においては、「正しく行動するために」という
テーマで12項目の規範が、「ステークホルダーと向き合うた
めに」というテーマで10項目の規範がそれぞれ設定されて
います。

コンプライアンスガイドブック
　社内におけるコンプライアンスの徹底のために必要・有用
な知識が分かりやすく記載された「コンプライアンスガイド
ブック」を、日本国内の当社グループのすべての役員・従業
員・派遣社員に、配付しています。
　本ガイドブックでは、当社グループのコンプライアンス体
制と活動、当社の内部通報制度であるコンプライアンス報
告・相談制度の説明をはじめ、コンプライアンスに関する事
項を「お客様・お取引先の信頼確保に関する事項」「社会の
一員として守るべき事項」「情報管理に関する事項」「金銭
の取り扱いに関する事項」「職場に関する事項」、および「管

理職の責務」の6つの類型に分類し、合計20の細項目にまと
め、注意すべき事項をイラスト入りで分かりやすく紹介して
います。また、「川崎重工グループ行動規範」の項目と対比で
きるインデックスを記載し、コンプライアンス意識向上の資
料としています。
　本ガイドブックは社内のコンプライアンスに関する教育・
学習活動において活用されています。また、その内容は、
2003年に初版を発行した後、世界的なコンプライアンス要
望事項の傾向を考慮しながら、常に改訂作業を行っています。

従業員意識調査
　当社グループは、社内でコンプライアンス違反が発生する
リスクをモニタリングするために、定期的に従業員の意識調
査を実施しています。近年では、2008年、2011年、2014

年、および2018年に、従業員のコンプライアンス意識の浸
透度を測る調査を行い、結果の推移を分析してその後の取り
組みに反映しています。

報告・相談の種類 件数

パワーハラスメント 13件

人事処遇に関する問題 5件

金銭の不正取得 4件

セクシャルハラスメント 1件

脅迫・嫌がらせ 3件

その他 3件

計 29件

（注） 件数は報告・相談を受理したものであり、実際にコンプライアンス違反を認定し
たものではありません。

　川崎重工グループは、カワサキグループ・ミッションス
テートメントの「グループ経営原則」において「社会的責任
を認識し、地球・社会・地域・人々と共生する」ことを謳い、

「グループ行動指針」では構成員一人ひとりに「社会と人々
から信頼される企業人となる」ことを求めています。
　また、当社グループでは「川崎重工グループ行動規範」を
制定し判断のよりどころとなるべき倫理基準を定めるととも
に、社則「川崎重工グループ行動規範に関する規則」におい
て当社グループの役員および従業員に対し、行動規範の定め
る内容を遵守することを求めています。

　当社グループが企業の社会的責任を果たすため、およびコ
ンプライアンスを徹底するための各種施策を審議・決定し、
達成状況・遵守状況のモニタリングを行うことを目的に、社
長を委員長に全役員がメンバーとなる「全社CSR委員会」を
年2回以上開催しています（2018年度は3回開催）。また、
全社CSR委員会の目的を各組織で実施するため、本社部門お
よび各カンパニーにおいて「事業部門CSR委員会」を年2回
以上開催し、グループ全体への展開を図っています。

コンプライアンスの基本的な考え方

コンプライアンス推進体制

コンプライアンス報告・相談制度（内部通報制度）

リスクマネジメント室の設置

リスク管理の基本的な考え方

コンプライアンスの推進に向けた取り組み

　昨今、当社事業活動に伴う事業リスクは、国内外での企業
責任の明確化・厳格化を求めた制度制定や、貿易摩擦、サイ
バー攻撃などの社会情勢から急激に高まりつつあると認識し
ています。このため、当社グループは、事業リスク管理体制を

整備するとともに、リスクの早期把握と未然防止、リスク発
生時の被害最小化を行うマネジメントをグローバル規模で実
施し、事業活動を強固とするため、2019年4月にリスクマ
ネジメント室を創設しました。

　当社グループでは会社法に基づき、取締役会において「内
部統制システム整備の基本方針」を決議しています。この中
で、社則「リスク管理規則」にて、リスクの識別分類をして、
分析評価し、回避・低減などの対応を行うリスク管理を定め

ています。
　また、「カワサキグループ・ミッションステートメント」にお
いても、収益力と企業価値の持続的向上を図るため、「グルー
プ経営原則」の指針としてリスクマネジメントを掲げています。

重要なリスクに対する取り組み

　全社の統合的なリスク管理を実施するために、業務担当部
門は年度ごとにリスクの存在を再点検し経営に重大な影響を
およぼす重要なリスク（全社認識リスク）の特定、対応状況の
モニタリング行っています。さらに、その認識リスクの中か
ら全社的に対策を講じる必要があるリスクを数項目選び、全
社対応リスクとして対応状況を具体的にチェックすることと
しています。

　一方、個別の事業遂行におけるリスクは、社則「重要プロジェ
クトのリスク管理に関する規則」などに則り、事前に関連部門
においてリスクの評価や分析、対応策などの十分な検討を行う
ほか、特に経営に対する影響が大きい重要なプロジェクト案件
については、応札時や受注契約時、さらにはプロジェクト開始
後も本社と事業部門で必要に応じて定期的にフォローアップ
を行うなど、リスク管理のさらなる徹底を図っています。
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